


















平成29年度のポイント　地方公共団体のニーズにあわせて、資金調達等を
はじめ地方公共団体の財政運営全般にわたる課題
について必要な支援を実施し、地方公共団体の期
待に幅広く応えていきます。
　拡大・多様化する地方公共団体のニーズを踏ま
え、引き続き、人材育成、実務支援、調査研究、情報
発信の4つを業務の柱として実施します。

≫地方公共団体の職員が各団体において、財政運営の
健全性を確保する上で必要不可欠な財政・金融に係
る知識を習得するためのセミナー等を実施します。

≫総務省が各公営企業に対して平成３２年度までに策
定を要請している経営戦略について、各団体の策定作
業を加速化させるための方策など、地方の財政運営に
関する調査研究を総務省等と共同で実施します。

≫地方公共団体に対する貸付等、地域金融機関の動向・
課題等の調査研究や銀行からの借入等に関する調査
等を実施します。

≫ホームページ等を効果的に活用することにより情
報発信を強化し、地方支援業務を積極的に周知す
るとともに、地方公共団体が資金調達など財政運
営の健全性を確保する上で参考となる経済・金融
データ、金融知識、取組事例等を提供します。

人材育成1

≫自治体ファイナンス・アドバイザーや特定のテーマに
知見を有する外部有識者等の専門家が、地方公共団
体からの要望に応じて、個別の財政運営や資金調達
等における課題や疑問の解決に向け、きめ細かな支援
を提供します。

実務支援2

≫地方公共団体の財政運営や地方金融に関する総合的
な研究を実施し、その成果を地方公共団体へ還元
します。

調査研究3

情報発信4

地方財政に関する
調査研究を実施します。

地域金融に関する
調査研究を実施します。

≫都道府県が開催する研修会等へ専門家を派遣し、地
方公共団体のニーズに応じた講義や個別相談会に対
応することで、新たに地方公営企業会計の適用・経営
戦略の策定を行う地方公共団体や、地方公会計の
統一的な基準に基づく財務書類等の作成を行う地方
公共団体を引き続き支援します。

地方公営企業会計適用拡大・
地方公営企業の経営戦略策定及び
地方公会計制度に係る統一的な
基準導入に係る支援を実施します。

地方支援業務について

JFMトピック
ス

JFMだより09



国庫納付とは

地方公共団体
金融機構

国

財政投融資
特別会計

【投資勘定】

交付税及び
譲与税配付金
特別会計

まち・ひと・しごと創生事業費（1兆円）

機構のお金が地方のために
役立っているんだね！

　地方公共団体金融機構法附則第14条に基づき、平成29年度において、公庫債権金利変動準備金
の一部４,０００億円を国庫に納付します。その全額が交付税特別会計に繰り入れられ、まち・ひと・し
ごと創生事業費を中心とした財源に活用されます。
※平成29年度に予定していた1,000億円に加え、新たに総額8,000億円以内を、平成29年度から
平成31年度までの3年間で国庫に納付する予定です。

　旧公営企業金融公庫時代の債権債務を管理する管理勘定に積み立てている公庫債権金利変動準備金について
は、公庫債権管理業務が終了し、管理勘定を廃止したときに残余がある場合は、国に帰属するものとされています。
　ただし、管理勘定廃止前であっても、機構の経営状況を踏まえ、機構の業務が円滑に遂行されていると認められ
る場合において、準備金等の金額が公庫債権管理業務を将来にわたり円滑に運営するために必要な額を上回ると
認められるときは、その金額を国に帰属させるものとされています。

　地方公共団体が自主性・主体性を最大限発揮して地方創生に取り組み、地域の実情に応じたきめ細かな施策を
可能にする観点から、平成27年度に創設され、平成29年度においても引き続き地方財政計画に計上されています。

公庫債権金利変動準備金の国庫への納付について
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地方公共
団体【管理勘定】

公庫債権
金利変動準備金
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